
令和４年度 第１回三重県地域医療対策協議会 事項書 

 

                  日時 令和４年８月31日（水） 
                     18時00分～ 
                     オンライン開催 

議 題 
 

【 医師派遣検討部会 協議事項 】 

１ 三重大学医学部地域枠制度に係る運用等の見直しについて 

 （１）協議事項 

   ① 三重大学学生募集要項における地域枠入学者の卒後の従事要件について【資料１】 

   ② 麻酔科を専攻する地域枠医師における卒後の従事要件の運用について 【資料２】  

 （２）報告事項 

    地域枠B入学者における卒後の従事要件の運用等について【資料３】 

 

【 医師専門研修部会 協議事項 】 

２ 専門研修に係る国への意見提出について【資料４】 

 

 

３ 三重大学医学部地域枠における診療科指定の検討について【資料５】 

 

 

 資料１  三重大学学生募集要項における地域枠入学者の卒後の従事要件について  

 資料２  麻酔科を専攻する地域枠医師における卒後の従事要件の運用について   
 資料３  地域枠B入学者における卒後の従事要件の運用等について 
 資料４  専門研修に係る国への意見提出について  

 資料５  三重大学医学部地域枠における診療科指定の検討について  

  

 参考資料１ 令和４年度 第１回三重県地域医療対策協議会 医師派遣検討部会  

       事項書、委員名簿  

 参考資料２ 令和４年度 第１回三重県地域医療対策協議会医師専門研修部会 

        事項書、委員名簿、令和５年度開始プログラムチェックリスト集計表、 

       専門研修プログラムチェックリスト（様式）、  

 参考資料３  医師法第16条の10の規定に基づく専門研修に関する協議について 

       （令和４年７月22日付け医政医発0722第１号 厚生労働省医政局医事課長通知） 

 参考資料４  令和５年度の暫定的な医学部入学定員等の増加の取扱いについて 

        （令和４年３月22日付け事務連絡 文部科学省高等教育局医学教育課、厚生労働省 

         医政局医事課通知） 

 参考資料５ 地域枠制度の現状について   





 

 

三重県地域医療対策協議会委員 

No 役職 委員名 出身団体等名称・役職 法令において掲げる者 地域 備考 

1 委員 伊藤 正明 三重大学 学長 

大学その他の 

医療従事者の 

養成に関係する機関 

－  

2 委員 竹田  寛 三重県病院協会 理事長 地域の医療関係団体 －  

3 委員 池田 智明 三重大学医学部附属病院 院長 特定機能病院 －  

4 委員 新保 秀人 三重県立総合医療センター 院長 
地域医療支援病院 

三泗  

5 委員 勝峰 康夫 三重県立志摩病院 院長 伊勢志摩  

6 委員 北村 哲也 鈴鹿中央総合病院 院長 

公的医療機関 

鈴亀  

7 委員 藤井 英太郎 名張市立病院 院長 伊賀  

8 委員 田端 正己 松阪中央総合病院 院長 松阪  

9 委員 日下 秀人 尾鷲総合病院 院長 東紀州  

10 委員 加藤 弘幸 紀南病院 院長 東紀州  

11 委員 相田 直隆 いなべ総合病院 院長 

臨床研修病院 

桑員  

12 委員 金城 昌明 市立四日市病院 院長 三泗  

13 委員 清水 敦哉 済生会松阪総合病院 院長 松阪  

14 委員 楠田  司 伊勢赤十字病院 院長 伊勢志摩  

15 委員 武内  操 武内病院 院長 民間病院 津  

16 委員 二井 栄 三重県医師会 会長 診療に関する学識経験者の団体 －  

17 委員 堀  浩樹 三重大学 医学部長 大学その他の 

医療従事者の 

養成に関係する機関 

－  

18 委員 池田 智明 ＮＰＯ法人ＭＭＣ卒後臨床研修センター 理事長 － （再掲） 

19 委員 猪木  達 岡波総合病院 院長 社会医療法人 伊賀  

20 委員 下村 誠 三重中央医療センター 院長 独立行政法人国立病院機構 津  

21 委員 住田 安弘 四日市羽津医療センター 院長 独立行政法人地域医療機能推進機構 三泗  

22 委員 谷  眞澄 三重県看護協会 会長 地域の医療関係団体 －  

23 委員 森  智広 三重県市長会 
関係市町村                 

－ 四日市市長 

24 委員 大畑  覚 三重県町村会 － 御浜町長 

25 委員 秋山 則子 三重みなみ子どもネットワーク 理事長 地域住民を代表する 

団体 

伊勢志摩  

26 委員 山下 美恵 志摩地域医療を考える会 会長 伊勢志摩  

27 委員 中尾 洋一 三重県 医療保健部長 県 －  

28 オブザーバー 成田 正明 三重大学医学部入試委員長  ―  

 





 

 

三重県地域医療対策協議会運営要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の２３の規定に基づき、三重県に

おける医師確保対策に関する事項について協議、調整を行う三重県地域医療対策協議会

（以下「協議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定める。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議、調整を行う。 

 （１）キャリア形成プログラム（医師不足地域に派遣される医師の能力開発及び向上を

図るための計画）に関すること 

 （２）医師の派遣に関すること 

（３）医師不足地域に派遣された医師のキャリア形成支援及び負担軽減の措置に関する

こと 

 （４）医師法の規定によりその権限が属せられた事項に関すること 

 （５）医師確保のために大学と県が連携して行う取組に関すること 

（６）その他医療計画において定める医師の確保を図るために必要なこと 

 

（組織） 

第３条 協議会は、医療法の規定に基づき次に掲げる者の管理者その他の関係者をもって

組織し、知事が任命する。 

 （１）医療機関 

 （２）医療関係団体 

 （３）大学その他医療従事者養成に関係する機関 

 （４）関係市町 

 （５）住民を代表する団体等 

 （６）その他知事が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、これを妨げない。 

 

（会長） 

第４条 協議会に会長１名、副会長１名をそれぞれ置く。 

２ 会長は委員のうちから互選し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は会務を総理する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

  



（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時には、会長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴取することができる。 

 

（部会） 

第６条 協議会は、専門的な事項の調査や実務的な調整等のため、必要に応じて部会を置

くことができる。 

２ 部会を構成する委員は、会長が指名する。 

３ 部会には、部会長１名、副部会長１名を置く。 

４ 部会長は、部会の委員のうちから互選し、副部会長は部会長が指名する。 

５ 部会長は、部会の会務を総理する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 部会長は、必要があると認めるときは、部会に属する委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴取することができる。 

８ 部会長は、部会が決定した事項について、その内容を協議会に報告または提案するも

のとする。 

 

（事務局） 

第７条 協議会の事務を処理するため、三重県医療保健部に協議会の事務局を置く。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

附 則  この要綱は平成３０年１２月２７日から施行する。 

附 則  この要綱は令和２年１２月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Web会議システムを利用した会議への出席について 

 

 

                       令 和 ２ 年 1 2 月 1 4 日 

                       三重県地域医療対策協議会                

 

 

１ 三重県地域医療対策協議会（以下、「協議会」という。）において、会長が必要と

認めるときは、委員（議事に関係のある臨時の出席者を含む。以下同じ。）は、Web会

議システム（映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする

ことができるシステムをいう。以下同じ。）を利用して会議に出席することができ

る。  

 

２ Web会議システムによる出席は、三重県地域医療対策協議会運営要綱（平成30年12月2

7日）第５条に規定する出席に含めるものとする。Web会議システムの利用において、映

像を送受信できなくなった場合であっても、音声が即時に他の委員に伝わり、適時的確

な意見表明を委員相互で行うことができるときも同様とする。  

 

３ Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合

には、当該Web会議システムを利用する委員は、音声が送受信できなくなった時刻から

退席したものとみなす。  

 

４ Web会議システムによる出席は、できる限り静寂な個室その他これに類する施設で行

わなければならない。  

 なお、会議が非公開で行われる場合は、会長が議事に関係があると認めた者以外の

者に視聴させてはならない。  

 

 





三重大学学生募集要項における地域枠入学者の
卒後の従事要件について

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日

資料１

1



※1 別枠方式とは、一般枠とは別枠の募集定員を設けること
※2 医師不足地域とは、三重県医師確保計画に定める医師少数区域及び医師少数スポットを指す
【医師少数区域】東紀州医療圏。 【医師少数スポット】地域枠B推薦市町の区域、津市白山町、いなべ市、東員町、菰野町、亀山市

・地域枠は、医師の総数確保および地域偏在の是正を主たる目的とした入学枠である。
・三重大学医学部地域枠入学者の卒後の従事要件は、三重県地域医療支援センターキャリア形成プログラ
ムに基づき、卒後９年間を県内で勤務する（うち一定期間を医師不足地域で勤務）。

三重大学医学部地域枠入学者における卒後の従事要件について

令和４年度現在

対 象 定員枠35
（うち臨時定員20）

入試方法 選抜方法 従事要件
左の従事期間のうち、医師
不足地域における就業期間
※２

奨学金
の貸与

名 称

三重大学

地域枠
35名

地域枠A 三重県内出身者から選抜
25

（10）

推薦入試

別枠方式
※1

●卒業後、三重県地域医療支援セ
ンターキャリア形成プログラムに
基づいて、三重県内で９年間従事
する

医師少数区域及び医師少数
スポットにおいて1年以上
（臨床研修期間を除く）

三重県医師
修学資金の
貸与を受け
ることが
条件

地域枠B

三重大学が指定する県内の推薦市町の出身
者で、推薦市町長および推薦病院の推薦を
受けた者から選抜

●推薦市町
鳥羽市、志摩市、南伊勢町、大紀町、大台町、
多気町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀
宝町、伊賀市、名張市、津市（旧美杉村に限
る）、松阪市（旧飯南町、飯高町に限る）のい
ずれか

5
（５）

●卒業後、三重県地域医療支援セ
ンターキャリア形成プログラムに
基づいて、三重県内で９年間従事
する

（ただし、臨床研修（2年間）は、
推薦病院（基幹型）又は三重大学
病院のいずれかを選択する）

医師少数区域及び医師少数
スポットにおいて２年以上

ただし、原則として推薦市
町の地域で従事する

（臨床研修期間を除く）

●推薦病院
県立志摩病院、尾鷲総合病院、紀南病院、上野
総合市民病院、岡波総合病院、名張市立病院、
県立一志病院、松阪中央総合病院、済生会松阪
総合病院、松阪市民病院のいずれか

三重県
地域医療枠

全国から選抜
5

（５）
一般入試

●卒業後、三重県地域医療支援セ
ンターキャリア形成プログラムに
基づいて、三重県内で９年間従事
する

医師少数区域及び医師少数
スポットにおいて1年以上
（臨床研修期間を除く）

国が設定する
地域枠の定義
（令和4年度
から適用）

地元出身者もしくは全国から選抜 規定なし
別枠方式
※1

●卒業後、当該都道府県内で９年
間以上従事する
●将来のキャリア形成に関する意
識の向上に資する都道府県のキャ
リア形成プログラムに参加するこ
と

医師少数区域及び医師少数
スポット等において4年間
程度

問わない

資料：三重県調べ（令和４年5月末現在）2



キャリア形成プログラムにおける卒後の従事要件と誓約書の提出について

〇 三重県においては、地域枠入学者に三重県医師修学資金を貸与し、卒後は三重県地域医療支援セン
ターキャリア形成プログラムに基づき勤務することを返還免除条件（卒後の従事要件）としている。

誓約書は2回提出することとしている
卒前 貸与申請時（入学時）
卒後 勤務コース選択時

（臨床研修２年目）

従事要件を
を明示

3



卒後の従事要件・離脱要件に関する同意書の取得について

〇〇 県は、国の方針に基づき、令和４年度入学志願者から、卒後の従事要件・離脱要件について取扱要項
を制定し、入学志願時に本人および保護者等から同意書を取得している

本人・保護
者等から
同意を取得 従

事
要
件

離
脱
要
件

死亡、疾病、災害等

4



資料：三重大学令和４年度学校推薦型選抜学生募集要領抜粋（一部改変）

三重大学における卒後の従事要件と誓約書の提出について

〇 三重大学においては、地域枠入学者の卒後の従事要件等について、学生募集要項に記載するほか、
入学志願時に誓約書の提出を義務付けている。

【推薦要件（抜粋）】 具体的な勤務年
数までは記載さ
れていない

5



全国の国立大学における卒後の従事要件について①

（ 1 ）青森県内枠
卒業後，直ちに青森県のキャリア形成プログラム（※）にしたがって，臨床研修を含む9 年間

（うち4 年間は医師の不足している地域）医療に従事すること

新潟県が設定する修学資金を受給するとともに，医師免許取得後，直ちに，新潟大学医歯学総合病
院又はそれ以外の県内臨床研修病院で卒後臨床研修に従事し，引き続き新潟県が指定した医療機関
に勤務（卒後臨床研修を含み９年間）することを確約できる者

〇 地域枠を募集する全国の国立大学（37大学）においては、学生募集要項において、具体的な勤務年数
等を記載する大学も複数ある。

〇 該当大学（７）：弘前大学、新潟大学、岡山大学、島根大学、山口大学、愛媛大学、長崎大学

出願要件（一部抜粋）

地域枠コース（岡山県）の入学者は，岡山県からの奨学金〔学費，生活費等に相当する額（年額
２４０万円，月額２０万円）〕を在学期間中（６年間）受給するとともに，医学科を卒業し医師免
許取得後は，義務年限期間（貸与期間の１．５倍の９年間）に，岡山県知事が指定する県内の医療
機関に勤務しなければなりません。義務年限期間には，２年間の初期臨床研修（県内の大学病院又
は県内の基幹型臨床研修病院が行う研修），２年以内の選択研修（県内の専門研修基幹施設が行う
研修及び県内のその他の施設が行う研修で知事が認めたもの），５年以上の地域勤務（知事が指定
する県内の医師不足地域等の医療機関での勤務）を含みます。なお，選択研修による義務年限期間
の中断は２年間まで認めています。

弘
前
大
学

新
潟
大
学

岡
山
大
学

6



（続き）

山口大学
卒業後，医師免許を取得し，直ちに山口県内の病院で臨床研修（２年間）を受け，修了後４年以上，
山口大学医学部及び附属病院を含む県内の医療機関またはその関連施設で医学・医療の発展や地域
医療に貢献することが確約できる者。

・入学後に愛媛県の奨学金を受給し，卒業後に愛媛県知事が指定する医療機関において9年間以上
勤務する義務※に同意すること

長崎大学（佐賀県枠）
3．入学後は6年間の「佐賀県医師修学資金」の貸与及び大学卒業後は「佐賀県キャリア形成プログ
ラム」の適用を受け，佐賀県内の基幹型臨床研修病院における2年間の初期臨床研修後，総合診療
科，内科，小児科，外科，産婦人科，脳神経外科，麻酔科又は救急科等の医師として，当該プログ
ラムに定める医療機関等で9年間診療に従事することを確約し，佐賀県にその旨の同意書を提出し
た者

（10）卒業後は，医師国家試験に合格した日の属する月の翌月の初日から１２年を経過する日まで
の間に，(９)の期間を含めて９年間キャリア形成プログラムで規定する指定医療機関（うち４年以
上は特定地域医療機関）（１３ページ「主な指定医療機関及び特定地域医療機関」を参照）で医師
の業務に従事することを確約できる者

島
根
大
学

愛
媛
大
学

長
崎
大
学

山
口
大
学

出願要件（一部抜粋）

全国の国立大学における卒後の従事要件について②

7



課題について
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三重大学学生募集要項における地域枠入学者の卒後の従事要件の明確化について

〇 三重大学における学生募集要項および誓約書には、卒後の勤務年数や医師不足地域における
勤務年数までは記載されていない。
一方で、地域枠を募集する全国の国立大学（37大学）のうち、７大学が学生募集要項におい
て、卒後の勤務年数等を記載している。

〇 三重大学地域枠制度は、国の制度改正に従って、卒後の従事要件を変更してきた経緯がある。
そのため、地域枠入学者から、苦情が申し立てられるなどの状況も発生しており、特に医師
不足地域における勤務に関するものが大半を占めるため、この点も含めて入学時に卒後の従
事要件を明確にしておく必要がある。

〇 三重大学学生募集要項および誓約書について、以下のとおり、卒後の従事要件を具体的に記
載することについて、三重大学医学部に要請してはどうか。

対
応
案

課
題

〇 記載内容

卒業後は、三重県地域医療支援センターキャリア形成プログラムに基づき、三重県内で９年間（うち
一定期間は医師不足地域）勤務すること（※1）（※2）

（※1）
地域枠A又は三重県地域医療枠 ： 医師不足地域で１年以上（ただし、臨床研修期間を除く）
地域枠B ： 医師不足地域のうち推薦地域において２年以上（ただし、臨床研修期間を除く）

（※2）
医師不足地域とは、三重県医師確保計画に定める医師少数区域および医師少数スポットを指す

9



第１回 医師派遣検討部会における協議結果

（部会員・オブザーバー）
○ 地域枠制度は、時代とともに法制度が改正され現在のような状況に至っている。文部科学省が認

めるのであれば、卒後の従事要件は明確にしたほうが誤解等を招かないと思われる。

○ 卒後の従事要件を明文化することで、地域医療支援センターにおいて、地域枠医師との面談が進
めやすくなるため助かる。

○ 学生募集要項に卒後の従事要件を記載することについて、地域医療対策協議会で決定後に、大学
において検討することとなるが、次回の入試（令和５年度入学者）には間に合わず、次々回から
となることについて了承いただきたい。

10

○ 第１回 医師派遣検討部会における部会員等の意見（令和４年７月29日開催）

意 見

協議結果

本案については承認された。



麻酔科を専攻する地域枠医師における卒後の従事要件の運用について

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日

資料２

1



三重大学病院麻酔科専門研修プログラムの停止について

〇三重大学病院麻酔科専門研修プログラムの停止に係る経過

・令和２年10月13日
日本専門医機構が、三重大学病院臨床麻酔部における不祥事を受け、同大学の麻酔科専門研
修プログラムを停止する方向で調整に入ったことが、マスコミ報道された。
（理由：プログラム統括責任者が自宅待機となっており、十分な研修の場が提供できない）

・令和２年10月14日
県が、日本専門医機構理事長あてに、要望書を発出。
（内容：地域医療提供体制への配慮、および三重大学の意見を十分に聴くことについて要望）

・令和２年10月16日
日本専門医機構において理事会が開催され、同日付けで三重大学病院麻酔科専門研修プログ
ラムの一時停止が決定された。

・令和２年10月31日
プログラム統括責任者（臨床麻酔部教授）が自己都合により退職した。

・令和４年４月１日
三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座 麻酔科学分野教授に、賀来隆治先生が就任した。

※ プログラム停止は現在も継続中

資料：三重県調査（令和４年５月末時点）2



三重県 8

奈良県 1

大阪府 2

東京都 1

麻酔科を専攻する地域枠医師の状況について

〇 麻酔科を専攻する地域枠医師12名のうち４名が三重大学病院麻酔科専門研修プログラム停止の影響
により、県外プログラムに移動し勤務を行っている。（№ ５～7および№９）

資料：三重県調査（令和４年５月末時点）

〇麻酔科を専攻する地域枠医師の内訳

n = 12

〇麻酔科を専攻する地域枠医師の勤務地

3

№ 入学年度 地域枠 医師年数 修学資金 R4勤務地
医師不足地域

の勤務 備考

1
2014

地域医療枠
３年目

貸与 三重県 未

2 地域枠A 貸与 三重県 未

3
2013

地域枠A
4年目

貸与 三重県 未

4 地域枠A 貸与 三重県 未

5 2012 地域枠B 5年目 貸与 奈良県 未 県外中断

6
2011

地域枠A
6年目

貸与 大阪府 未 県外中断

7 地域医療枠 貸与 東京都 未 県外中断

8 2011 地域枠A 6年目 貸与 三重県 未

9 2010 地域枠A 7年目 貸与 大阪府 未 県外中断

10 2010 地域枠A 7年目 貸与 三重県 未

11
2009

地域枠A
8年目

貸与 三重県 未

12 地域枠B 貸与 三重県 未

※ 医師修学資金非貸与者（４名）を除く人数



麻酔科を専攻する地域枠医師における卒後の従事要件の運用について

〇 三重大学病院における麻酔科不祥事に伴い、令和２年10月16日から三重大学病院麻
酔科専門研修プログラムが停止している。

〇 プログラム停止の影響を受け、麻酔科を専攻する地域枠医師12名のうち４名が県外
で勤務(※)を行っている。
（※）医師修学資金においては義務勤務の中断として扱っている

〇 三重大学病院麻酔科においては、令和４年４月より、新教授による体制整備が図ら
れているところであり、当面は大学における麻酔科医の確保が重要となっている。

〇 麻酔科専門研修プログラムの停止は継続されており、現在のところ、プログラムの
再開時期は未定である。

〇 麻酔科を専攻する地域枠医師12名の全てが、医師不足地域における勤務を行ってお
らず、現状では、ほとんどの者が勤務の見込みが立っていない。

〇 課題をふまえ、令和４年度時点において麻酔科を専攻する地域枠医師について、
三重大学病院麻酔科の体制や専門研修プログラムが軌道に乗るまで、当面の間は、
医師不足地域における勤務は、卒後10年目以降においても可能とすることとしては
どうか。

・対象者 ：令和４年度時点において麻酔科を専攻する地域枠医師
・適用期間 ：地域医療対策協議会において協議が整った日から当面の間（※）
（※） 適用期間の終期については、毎年度状況を確認し、地域医療対策協議会において決定する

現
状

対
応
案

課
題

4



第１回 医師派遣検討部会における協議結果

（部会員）
○ 麻酔科を専攻する地域枠医師のうち、県外中断となっている者について、プログラム

が再開すれば、三重大学病院で研修を行うように働きかけたい。提案については賛成す
る。

○ 三重大学麻酔科の支援を行っていかなければならない。また、三重大学においても、麻
酔科プログラムが再開できることを目指していただきたい。

5

○ 第１回 医師派遣検討部会における部会員等の意見（令和４年７月29日開催）

意 見

協議結果

本案については承認された。





地域枠B入学者における卒後の従事要件の運用等について

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日 資料３

1



１、地域枠B入学者の状況について

2



※1 別枠方式とは、一般枠とは別枠の募集定員を設けること
※2 医師不足地域とは、三重県医師確保計画に定める医師少数区域及び医師少数スポットを指す

【医師少数区域】東紀州医療圏。 【医師少数スポット】地域枠B推薦市町の区域、津市白山町、いなべ市、東員町、菰野町、亀山市

対 象 定員枠35
（うち臨時定員20）

入試方法 選抜方法 従事要件
左の従事期間のうち、医師
不足地域における就業期間
※２

奨学金
の貸与

名 称

三重大学

地域枠
35名

地域枠A 三重県内出身者から選抜
25

（10）

推薦入試

別枠方式
※1

●卒業後、三重県地域医療支援セ
ンターキャリア形成プログラムに
基づいて、三重県内で９年間従事
する

医師少数区域及び医師少数
スポットにおいて1年以上
（臨床研修期間を除く）

三重県医師
修学資金の
貸与を受け
ることが
条件

地域枠B

三重大学が指定する県内の推薦市町の出身
者で、推薦市町長および推薦病院の推薦を
受けた者から選抜

●推薦市町
鳥羽市、志摩市、南伊勢町、大紀町、大台町、
多気町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀
宝町、伊賀市、名張市、津市（旧美杉村に限
る）、松阪市（旧飯南町、飯高町に限る）のい
ずれか

5
（５）

●卒業後、三重県地域医療支援セ
ンターキャリア形成プログラムに
基づいて、三重県内で９年間従事
する

（ただし、臨床研修（2年間）は、
推薦病院（基幹型）又は三重大学
病院のいずれかを選択する）

医師少数区域及び医師少数
スポットにおいて２年以上

ただし、原則として推薦市
町の地域で従事する

（臨床研修期間を除く）

●推薦病院
県立志摩病院、尾鷲総合病院、紀南病院、上野
総合市民病院、岡波総合病院、名張市立病院、
県立一志病院、松阪中央総合病院、済生会松阪
総合病院、松阪市民病院のいずれか

三重県
地域医療枠

全国から選抜
5

（５）
一般入試

●卒業後、三重県地域医療支援セ
ンターキャリア形成プログラムに
基づいて、三重県内で９年間従事
する

医師少数区域及び医師少数
スポットにおいて1年以上
（臨床研修期間を除く）

国が設定する
地域枠の定義
（令和4年度
から適用）

地元出身者もしくは全国から選抜 規定なし
別枠方式
※1

●卒業後、当該都道府県内で９年
間以上従事する
●将来のキャリア形成に関する意
識の向上に資する都道府県のキャ
リア形成プログラムに参加するこ
と

医師少数区域及び医師少数
スポット等において4年間
程度

問わない

三重大学医学部における地域枠について

令和４年度現在

資料：三重県調べ（令和４年5月末現在）

推薦市町、推薦病院からの推薦を受けて選抜される

・地域枠は、医師の総数確保および地域偏在の是正を主たる目的とした入学枠である。
・三重大学医学部地域枠入学者の卒後の従事要件は、三重県地域医療支援センターキャリア形成プログラ
ムに基づき、卒後９年間を県内で勤務する（うち一定期間を医師不足地域で勤務）。

3



県内で勤務
（県内７年間）

日本専門医機構の
専門研修プログラム
（県内３年程度）

臨床研修
1-2年目

3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 ９年目

臨床研修
（県内２年間）

※ 診療科ごとの医師不足地域の勤務時期や勤務形態は、キャリア形成プログラムのローテーションモデル例に沿って行う。
※ 専門研修については、地域枠は三重大学病院の専門研修プログラムを選択し、一般枠は県内の専門研修プログラム（三重大

学病院含む）の中から選択する。

地域枠Ｂは、
推薦病院又は
三重大学病院
で研修

地域枠Ａ
地域医療枠

一般枠の貸与者

地域枠Ｂ

医師３年目～９年目の間に、医師不足地域に勤務する

キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

２年以上を医師不足地域で勤務
（推薦地域とする）

１年以上を医師不足地域で勤務
（一般枠は内科医又は外科医で勤務）

医師不足地域
（着色部分）推薦地域（医師不足地域内）での義務勤務が必要

医師修学資金貸与者の卒後の勤務イメージ
〇 卒後は、専門医の取得等のキャリア形成支援と、医師不足地域における医師の確保の両立を目的とす

る「キャリア形成プログラム」に基づいて勤務を行う。

4



推薦地域※ 推薦病院 推薦市町

津地域 県立一志病院
津市

（旧美杉村に限る）

伊賀地域
岡波総合病院

上野総合市民病院
伊賀市

名張地域 名張市立病院 名張市

松阪・奥伊勢
地域

松阪中央総合病院
松阪市民病院

済生会松阪総合病院

大紀町・大台町・多気
町・松阪市（旧飯南
町・旧飯高町に限る）

鳥羽・志摩
地域

県立志摩病院
鳥羽市・志摩市・

南伊勢町

紀北地域 尾鷲総合病院 尾鷲市・紀北町

紀南地域 紀南病院
熊野市・御浜町・

紀宝町

三重大学医学部地域枠Ｂ推薦地域

資料：三重県調べ（令和４年5月末現在）
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構想
区域

津 伊賀 伊勢志摩 松阪 東紀州

合計

学年
・
勤務
年数

推薦
病院

県立
一志
病院

津
計

上野
総合
市民
病院
・
岡波
総合
病院

名張
市立
病院

伊賀
計

県立志摩病院

伊勢
志摩
計

松阪
中央
総合
病院

松阪市民病院

松阪
計

尾鷲総合病院

紀北
計

紀南病院

紀南
計

東
紀州
計

推薦
市町

津市
（旧美
杉村）

伊賀市 名張市 志摩市 鳥羽市
南伊勢
町

松阪市
（旧飯
南町・
飯高
町）

多気町 大紀町 大台町 尾鷲市 紀北町 熊野市 御浜町 紀宝町

H21 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 3 6 医師８年目

H22 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 5 医師７年目

H23 0 1 1 2 1 3 1 1 1 1 0 1 6 医師６年目

H24 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 5 医師５年目

H25 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 医師４年目

H26 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 医師３年目

H27 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 6 臨床２年目

H28 0 1 1 0 1 1 2 2 2 1 1 3 6 臨床１年目

H29 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 4 6学年

H30 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 4 5学年

R1 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 5 4学年

R2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 4 6 3学年

R3 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 2 2 6 2学年

R4 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 1学年

計 0 0 6 10 16 7 3 2 12 1 7 2 3 13 5 6 11 11 5 4 20 31 72

割合 0% 0% 8% 14% 22% 10% 4% 3% 17% 1% 10% 3% 4% 18% 7% 8% 15% 15% 7% 6% 28%43%
100
%

地域枠Ｂ入学者の年度別・地域別人数

（想定）

資料：三重県調べ（令和４年5月末現在）

〇 地域枠Ｂ入学者を構想区域別にみると、東紀州（43％）が最も多く、次いで伊賀区域（22％）が多い。
津市（旧美杉村）については、入学実績がない。
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地域枠Ｂ入学者の状況について
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地域枠Ｂ推薦市町別入学者数 n=72

地域枠Ｂ推薦病院別入学者数 n=72

〇 推薦市町別の入学者数については、熊野市が最も多く、次いで名張市、志摩市、多気町が多い
〇 推薦病院別の入学者数については、紀南病院が最も多く、次いで県立志摩病院、松阪市民病院が多い

資料：三重県調べ（令和４年5月末現在）7



医学生

31

43%

初期臨床研修医

11

15%

医師３年目～８年目

30

42%

ｎ＝72

三重大学医学部における地域枠Ｂ入学者について

〇 地域枠Ｂ入学者の状況は、医学生が43％、初期臨床研修医が15％、卒後３年目以降の
医師が42％である。
また、初年度（H21年度）の地域枠Ｂ入学者は医師８年目を迎えている。

資料：三重県調べ（令和４年5月末現在）

うち離脱３名
内訳
医師６年目１名
医師８年目２名

8

区分 割合 人数
学年・勤務

年数
人数(うち離脱）

入学年
度

医学生 43% 31

１学年 5 R4

２学年 6 R3

３学年 6 R2

４学年 5 R1

５学年 4 H30

６学年 5 H29

初期臨床研
修医

15% 11
初期１年目 5 H28

初期２年目 6 H27

医師３年目
以降

42% 30

医師３年目 5 H26

医師４年目 3 H25

医師５年目 6 H24

医師６年目 6 (1) H23

医師７年目 5 H22

医師８年目 5 (2) H21

計 100% 72 72 （3）



内科

30%

外科

20%

小児科

3％

産婦人科

10%

精神科

3％

皮膚科

3%

眼科

10%

耳鼻咽喉科

3%

整形外科

3%

形成外科

3%

麻酔科

7%

総合診療科

3%

選択診療科 人数※ 比率

内科 9（2） 30%

外科 6 20%

小児科 1 3%

産婦人科 3 10%

精神科 1 3%

皮膚科 1 3%

眼科 3（1） 10%

耳鼻咽喉科 1 3%

整形外科 1 3%

形成外科 1 3%

麻酔科 2 7%

総合診療科 1 3%

計 30（3） 100%

地域枠Ｂ入学者が、臨床研修修了後
に選択した診療科は、内科（30％）
が最も多く、次いで外科（20％）、
産婦人科（10％）、眼科（10％）の
順となる

地域枠Ｂ入学者の診療科選択状況について

ｎ＝30

資料：三重県調べ（令和4年5月末現在）9※ （ ）はうち離脱人数



地域枠Ｂ入学者における医師不足地域での勤務状況について（推薦地域別）

○ 医師３年目以降の地域枠Ｂ入学者（27名）について、医師不足地域での勤務を行っている
医師は、全体の48％を占める。

資料：三重県調べ（令和４年5月末現在）

※ 令和４年度は勤務計画（見込）
で計上

〇 医師不足地域における勤務状況について（推薦地域別） 〇 県全体
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常勤勤務 非常勤勤務 未実施 医師不足地域勤務者の割合（常勤＋非常勤）

区分 人数 割合

① 地域枠B医師数 27 -

内
訳

② 常勤勤務 8 30%

③ 非常勤勤務 5 19%

④ 未実施 14 52%

⑤
医師不足地域

勤務
（②＋③）

13 48%

⑥ 離脱 3



推薦
地域

津地域 伊賀地域 名張地域
松阪・奥伊勢

地域
鳥羽・志摩

地域
紀北地域 紀南地域

計

推薦地域に
おいて常勤
勤務が確保
できない恐
れがある者診療科

推薦
病院

県立一志病院
岡波総合病院

上野総合市民病院
名張市立病院

松阪中央総合病院
松阪市民病院

済生会松阪総合病院
※ 勤務先は

大台厚生病院

県立志摩病院 尾鷲総合病院 紀南病院

内科 0 2 0 1 2 0 2 7 0

外科 0 0 1 1 1 2 1 6 1

小児科 0 0 0 0 0 1 0 1 1

産婦人科 0 0 0 1 1 1 0 3 3

精神科 0 0 1 0 0 0 0 1 1

皮膚科 0 0 0 0 0 1 0 1 1

眼科 0 0 0 0 0 0 2 2 0

耳鼻咽喉科 0 0 0 1 0 0 0 1 1

整形外科 0 0 0 0 0 0 1 1 0

形成外科 0 0 0 0 1 0 0 1 1

麻酔科 0 0 0 0 1 0 1 2 1

総合診療科 0 0 0 0 1 0 0 1 0

計 0 2 2 4 7 5 7 27 10
推薦地域にお
いて常勤勤務
が確保できな
い恐れがある
者

0 0 1 3 3 3 0 10

地域枠Ｂ入学者の推薦地域における義務勤務の見込みについて

○ 医師３年目以降の地域枠B入学者（27名）について、推薦地域の状況や選択診療科の状況
により、３割程度が常勤勤務が困難と見込まれる。

資料：地域医療支援センター調べ（令和4年5月末現在）

◆診療科別、推薦地域別の医師数 常勤勤務が困難と見込まれる者

11※ 離脱（３名）を除く



２、課題について
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課題 推薦地域における従事要件について

〇 地域枠Ｂ入学者は、制度の趣旨をふまえ、推薦地域において常勤が可能な診療科を
選択することが望ましいが、卒後に選択する診療科はさまざまであり、現状におい
ては、３割程度の医師が、選択した診療科では推薦地域において常勤勤務が困難と
見込まれる。

〇 特に、松阪・奥伊勢地域については、推薦地域内の病院が大台厚生病院のみとな
るため、常勤勤務が可能な診療科は、一部に限定される。
（現状では、内科、整形外科、脳神経外科）

〇 特例として認められる週１回の非常勤勤務により義務を履行した場合、８年間を
必要とするため、非常勤勤務のみでは義務年限内の履行に困難が見込まれる（※）。

〇 現状においては、今後も同様の傾向が続くと想定されることから、今後の地域枠
Ｂ入学者の診療科選択について、推薦地域で常勤勤務が行われるためには、一定
のルールを設けることも必要と思われる。

課

題

（※）常勤が困難な場合の特例として、非常勤による勤務を認めている（週１回×４年を１年として換算）。
（三重県地域医療支援センターキャリア形成プログラム ■５医師少数区域等での勤務）
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地域枠Ｂ入学者における卒後の従事要件の運用等について

〇 今後の地域枠Ｂ入学者における、卒後の診療科選択について、次のとおり制度を変更しては
どうか。

地域枠Ｂ入学者は、推薦病院（推薦地域内に限る）において、常勤勤務が可能な診療科を選択する
（※1）（※2）（※3）。

（※1） 臨床研修２年目時点において、常勤勤務が可能な診療科とする。
（※2） 推薦地域内に推薦病院が存在しない地域については、次のとおり取り扱う。

〇 松阪・奥伊勢地域（旧飯南町、旧飯高町に限る）
大台厚生病院において、常勤勤務が可能な診療科とする。

〇 津地域（旧美杉村に限る）
県立一志病院（推薦病院）において、常勤勤務が可能な診療科とする。

（※３） 適用対象者：制度改正以降に入学する地域枠B入学者から適用する。

14

対

応

案

〇 推薦地域において、常勤勤務が困難な場合の対応策として、次のとおり運用してはどうか。

地域枠Ｂ入学者が、推薦地域において常勤勤務が困難な場合、特例として、次の条件を満たす場合
に、他の医師不足地域において義務を履行することを認める。

【条件】
推薦地域以外の医師不足地域での義務勤務を行うことについて、あらかじめ本人が、推薦市町
および推薦病院と協議を行い、その協議の結果をふまえ、地域医療対策協議会において認めら
れた場合。

１. 推薦地域における従事要件の運用について

２. 今後の地域枠B入学者における卒後の診療科選択について



第１回 医師派遣検討部会における協議結果

対応案１について

（部会員）
○ 「勤務が困難」とは、誰が、どこが判断するのかが重要なポイントであり、医局が判断

するのか、病院が判断するのかで事情が違ってくる。
例えば、尾鷲総合病院小児科であれば、現状が非常勤枠しかなくても、可能であれば
専門医を取得した後に常勤として勤務することが本来の地域枠Ｂの姿かと思われる。そ
こをよく検討していただきたい。

○ 対応案１については、既に一部で行われている状況にある。診療科によって地域貢献の
考え方が異なり、また、本人が地域貢献したくても診療科の事情で行けない場合もある。
そのまま９年間を終えてしまう可能性もあるため、現実的な対応が必要である。

15

○ 第１回 医師派遣検討部会における部会員等の意見（令和４年７月29日開催）

意 見
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意 見

対応案２について

（部会員）
○ 入学時に８年後の地域の診療体制がどう変わっているかを推測するのは難しい。常識的

に考えて、へき地の医療機関で必要とされるのは、総合診療医、総合内科医、一般外科
医だろうと推測できる。入学当初の段階から、３つ程度の診療科に限定することも検討
の余地があるため、本会議の検討議題として考えていただきたい。

○ 三重大学は地域枠35名を受け入れており、その内、地域枠Ｂは５名で７分の１程度で
ある。かなり限定的であり、入試においても分けて選抜している。地域枠Ｂについては、
全県的な地域枠Ａとは区別して考えることは成立すると考える。

○ 県全体をみると、地域の病院の医師不足が解決されていない。本案の適用対象が改正後
の入学者からとなると、制度が活かされるのが８年後となる。即効性のある案も行わな
いと地域の病院が大変なことになる。

○ 資料９ページでは、診療科間のバラつきがある。公費をつぎ込んでいるのだから、今後
の課題として偏りをしっかり是正していただきたい。
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意 見

対応案２について（続き）

○ 地域枠Ｂについては、医局優先よりも推薦病院優先の考え方を徹底すべきではないかと
思う。医局に入ったとしても地域貢献の期間は、たかだか２年間であり、それが終われ
ば医局に戻って、医局の中で成長していく訳であるから、医局側にもう少し理解を求め
めても良いのではないか。

○ 地域に求められる診療科と選択した診療科が異なることはあり得るが、勤務が困難とな
る者が３割程度いることは由々しき問題である。一方で、初期研修医の成長度合いをみ
ると、救急医療に対する見識が相当高いと思われる。医師３年目、４年目で、救急医療
を担うような人材として地域で勤務していただくといったことはどうか。
ただし、例えば５日勤務のうち４日を勤務し、１日は大学病院等で自分の進路にふさわ
わしい領域を学んでいただくといったことも考えてはどうか。

○ 医局によって地域枠の対応が違う。医師の育成は国費が使われており、その中の地域枠
制度であるから、教授の方々からある程度のコンセンサスを得て、大学教授会等で地域
医療への貢献について議論をいただきたい。
三重大学が三重県の医療をしっかりと支えていかなければいけない。

協議結果

対応案１および２について、継続協議とされた。





専門研修に係る国への意見提出について

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日

資料４

1



協議事項

・ キャリア形成プログラムの内容
・ 医師の派遣調整
・ 派遣医師のキャリア支援策
・ 派遣医師の負担軽減策
・ 医師確保計画の内容協議

（三重県の医師確保の施策に必要な事項を協議）

医師派遣検討部会 医師専門研修部会

地域枠医師、医師修学
資金貸与者等の医師の
キャリア支援（派遣調
整）等を行う

専門研修プログラムが
地域医療に配慮されてい
るか等について協議する

三重県地域医療対策協議会

結果報告 結果報告部会で個別協議 部会で個別協議

・ 大学の地域枠・地元枠設定

・ 臨床研修病院の指定

・ 臨床研修医の定員設定

・ 専門研修の研修施設・定員 等

設置：平成31年2月4日 医療法第30条の23に基づく設置

設置：平成31年2月4日 設置：平成31年2月4日

2

三重県地域医療対策協議会について

〇 地域医療対策協議会は、医療法第30条の23の規定に基づき、都道府県における医師確保対策の具体的な
実施に係る関係者間の協議、調整を行う場である。

〇 医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年７月25日公布）により、機能強化が図られた。



3

専門研修に厚生労働大臣・都道府県知事の意見を反映させる制度

医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会
平成30年度第１回 資料２（抜粋・一部改変）
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資料 日本専門医機構ホームページ
2023年度研修開始専門研修プログラム関連スケジュール
（抜粋・一部改変）

専門研修プログラム関連スケジュール

11月頃から専攻医の募集開始が予定されている

医師専門研修部会・地域医療対策協議会



専門研修プログラム等の確認について

5



（※）１(１) 日本専門医機構及び基本領域学会から国及び都道府県への情報提供
① 日本専門医機構及び基本領域学会は、下記ア～エを策定又は変更しようとするときは、国に対して
策定又は変更に係る情報を提供することとする。
ア. 専門医制度整備指針、 イ. 専門医制度整備指針運用細則、 ウ. プログラム整備基準、
エ. ウに基づき作成する領域別研修プログラム

6

都道府県における確認事項について①

医師法第16条の10の規定に基づく専門研修に関する協議について
（令和４年７月22日付け医政医発 0722 第１号厚生労働省医政局医事課長通知） 抜粋

２. 都道府県での確認事項について
都道府県は、日本専門医機構及び基本領域学会から提出された情報について、次の事項を確認する。

(１)  国から都道府県への協議について １．（１）①ア～エ（※）について、医師専門研修部会での特別地域連
携プログラム、子育て支援加算等に関する議論（別添）を踏まえた、都道府県内の医師確保対策や偏在対
策に対する影響について。（別紙１）

(２) 専門研修プログラムについて
① 個別のプログラムの内容については、例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策
に資するものとなっていること。（別紙２）

・ プログラムの連携施設の設定、ローテーション及び採用人数が都道府県の偏在対策に配慮されたものであ
ること。

・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与えないこと。
・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に配慮された研修プ

ログラムであること。
② 各診療領域のプログラムに共通する内容については、例えば、以下の条件を満たし、都道府県内の医師確保
対策や偏在対策に資するものとなっていること。（別紙３）

・ 小児科、精神科、外科、産婦人科、麻酔科及び救急科については、都道府県ごとに複数の基幹施設が置か
れていること。

・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること。

本県は、医師専門研修プログラムチェックリスト等を
用いて確認
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都道府県における確認事項について②

医師法第16条の10の規定に基づく専門研修に関する協議について
（令和４年７月22日付け医政医発 0722 第１号厚生労働省医政局医事課長通知） 抜粋

１．協議方法等

(３) 都道府県から国への意見
都道府県は、２．のとおり確認し、医療提供体制の確保の観点から改善を求める意見がある場合、地域医療対
策協議会の意見を聴いた上で、別紙１の様式により厚生労働省に提出すること。
なお、個別のプログラムの内容について意見がある場合や、診療領域に対する意見がある場合も、同様に別紙
２及び３の様式により厚生労働省に提出すること。
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資料 令和４年度第１回
医道審議会医師分科会
医師専門研修部会
（令和４年６月22日）
資料1-1（抜粋・一部改変）

本県は、麻酔科、形成外科、リハビリテーション科が対象（次ページ参照）
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国への意見提出について

10
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国への意見提出について

〇意見（案）
個別のプログラムに関する意見（別紙２）
５、その他の意見

三重大学医学部附属病院麻酔科専門研修プログラムの再開について

三重大学医学部附属病院麻酔科専門研修プログラムについて、令和２年10月16日付けでプロ
グラムが一時停止され、現在もその状態が続いている。

日本専門医機構および日本麻酔科学会から示された改善すべき点については、同病院長から
令和４年５月９日付け文書にて改善報告をし、プログラムの再開に向けた検討をお願いしたとこ
ろであるが、その後、３カ月以上経過した現在においても進展がみられない。

麻酔科医師の不足が顕著な本県にとって、同プログラムの早期再開は、本県の医療提供体制
を確保する上で極めて重要であることから、日本専門医機構および日本麻酔科学会においては、
連携を密にしていただき、同病院麻酔科専門研修プログラムの再開に向けた手続きについて、早
急に対応いただきたい。

医師専門研修部会において、専門研修プログラム等の協議を行った結果、国への意見
について、次のとおり行うことを決定した。
このため、本案を地域医療対策協議会において協議したい。

○ 第１回 医師専門研修部会における協議結果（令和４年８月９日開催）



＊



( 参考 )　専門研修プログラム別採用数（三重県）

平成30年度開始 令和元年度開始 令和2年度開始 令和3年度開始 令和４年度開始 累計

採用数 採用数 採用数 採用数 採用数 採用数

1-1 内科 三重大学医学部附属病院 35 21 27 23 28

1-2 市立四日市病院 3 1 1 3 0

1-3 伊勢赤十字病院 2 8 3 0 1

1-4 岡波総合病院 0 1 0

2 小児科 三重大学医学部附属病院 5 5 9 5 2 26

3 皮膚科 三重大学医学部附属病院 2 6 1 6 2 17

4-1 精神科 三重大学医学部附属病院 3 4 1 1 1

4-2 こころの医療センター 3 0

5-1 外科 三重大学医学部附属病院 5 10 9 7 9

5-2 市立四日市病院 2 2 4 1 4

5-3 伊勢赤十字病院 2 0 2 0

6-1 整形外科 三重大学医学部附属病院 4 4 7 8 6

6-2 鈴鹿回生病院 0 0 0 3 0

7-1 産婦人科 三重大学医学部附属病院 5 2 11 7 5

7-2 伊勢赤十字病院 0 0 0 0 0

8 眼科 三重大学医学部附属病院 7 6 7 2 4 26

9 耳鼻咽喉科 三重大学医学部附属病院 3 0 2 0 4 9

10 泌尿器科 三重大学医学部附属病院 4 3 6 2 6 21

11 脳神経外科 三重大学医学部附属病院 5 2 1 3 3 14

12 放射線科 三重大学医学部附属病院 6 5 3 2 4 20

13-1 麻酔科 三重大学医学部附属病院 6 4 3 0

13-2 市立四日市病院 0 1 1 3 3

13-3 伊勢赤十字病院 0 2 2

13-4 松阪中央総合病院 0 0

13-5 県立総合医療センター 0

14 病理 三重大学医学部附属病院 1 3 1 2 4 11

15 臨床検査 三重大学医学部附属病院 0 0 2 0 0 2

16 救急科 三重大学医学部附属病院 1 0 1 0 1 3

17 形成外科 - 0

18 リハビリテーション科 藤田医科大学七栗記念病院 0 2 0 2 1

18-2 三重大学医学部附属病院 0 1

19-1 総合診療 三重大学医学部附属病院 3 1 1 3 0

19-2 三重県地域医療研修センター（紀南病院） 1 0 0

計 102 94 102 89 91 478

（再掲）

平成30年度開始 令和元年度開始 令和2年度開始 令和3年度開始 令和４年度開始 累計

採用数 採用数 採用数 採用数 採用数 採用数

三重大学病院 95 76 92 71 80 414

県立総合医療センター 0 0 0 0 0 0

市立四日市病院 5 4 6 7 7 29

伊勢赤十字病院 2 12 3 2 3 22

岡波総合病院 0 0 0 1 0 1

鈴鹿回生病院 0 0 0 3 0 3

藤田医科大学七栗記念病院 0 2 0 2 1 5

三重県地域医療研修センター 0 0 1 0 0 1

こころの医療センター 0 0 0 3 0 3

松阪中央総合病院 0 0 0 0 0 0

計 102 94 102 89 91 478

三重大学病院の専攻医割合 93% 81% 90% 80% 88% 87%

※三重県調べ（令和4年４月現在）

12

基幹施設

NO 領域 基幹施設

25

9

6

157

13

57

32

30





三重大学医学部地域枠における診療科指定の検討について

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日

資料５
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○本会議で共有する資料
・令和２年 医師・歯科医師・薬剤師統計の結果（主たる診療科別、診療科複数回答別）
・市町別の医師数（麻酔科、形成外科、救急科）
・医師数の推移（麻酔科、形成外科、救急科）
・専攻医採用数（2018（H30）年度～2022（R4）年度）
・日本専門医機構が2023年度プログラム別募集シーリングに用いる2018年足下充足率等
・令和３年度 医師不足に関する調査結果の概要
・三重大学地域枠入学者における診療科の選択状況について（令和３年度）
・全国の医学部地域枠における診療科指定の状況
・地域枠の診療科指定に係る国の通知

〇 三重大学医学部地域枠における診療科指定の検討について、地域医療対策協議会および医師派遣検
討部会において協議したい。

〇 診療科指定を行うことについて協議が整った場合は、県から三重大学医学部に対して要請を行いた
い。

経 緯

本県では、三重県医療計画および医師確保計画に基づき、「医師不足の影響を当面緩和する取組（医師
無料職業紹介事業等）」と、「中長期的な視点に立った取組（医師修学資金貸与制度の運用による、地域
枠医師の医師不足地域への派遣等）」を組み合わせ、医師の総数確保と地域偏在是正に向け、総合的に取
り組んできた。

一方、診療科偏在の課題は、直ちに解決できるものではないことから、医師の総数確保を進めていく中
で、改善を図るよう取り組んできた。

しかし、直近の統計においても全国最下位の診療科が複数あるなど、依然として改善が見られないこと
から、診療科偏在の是正についても検討をはじめたい。

協議の進め方

本会議で共有する資料について
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令和２年 医師・歯科医師・薬剤師統計の結果（主たる診療科別、診療科複数回答別）

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日 資料５
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34.4

38.3

42.2

31.2

26.5

64.5

23.0

33.0

45.4

32.2

三重県内の医師数について（１）

256.6

231.6

180.6

215.0

174.7

394.5

146.5

249.9

235.7

165.6

全 国

三重県

桑 員

三 泗

鈴 亀

津

伊 賀

松 阪

伊勢志摩

東紀州

総数

171.6

145.5

111.0

127.4

98.6

291.0

75.1

162.2

135.3

84.3

病院

85.0

86.1

69.6

87.6

76.2

103.4

71.4

87.7

100.4

81.3

診療所

89.7

85.1

65.9

77.7

68.4

126.0

56.3

93.8

95.4

92.0

18.0

16.0

19.0

13.7

9.0

29.5

9.7

14.1

16.3

10.7

35位 29位20位36位 36位

資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（令和２年１２月末現在）※ 人口10万人あたり医師数
※ 医師数は病院および診療所の医師数
※ 地域医療構想区域別
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154.2

159.5

130.0

152.1

153.6

223.3

107.2

166.9

169.4

128.8

25位 20位

外科
（主たる診療科）

内科
（診療科複数回答）

内科
（主たる診療科）

外科
（診療科複数回答）



22.1

20.7

19.5

23.9

12.2

39.0

15.1

12.3

18.2

12.3

14.3

13.1

8.8

12.4

7.3

31.0

8.5

8.0

13.2

6.1

9.5

5.0

5.1

7.5

2.0

4.7

3.0

6.6

5.4

0.0

11.6

11.3

9.3

10.2

8.1

22.9

6.1

9.4

11.8

4.6

三重県内の医師数について（２）

10.8

10.7

8.8

9.4

8.1

21.1

6.1

9.0

11.8

4.6

8.1

4.4

4.2

5.9

2.0

4.4

3.0

6.6

5.0

0.0

47位20位

資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（令和２年１２月末現在）※ 人口10万人あたり医師数
※ 医師数は病院および診療所の医師数
※ 地域医療構想区域別
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30位 21位 47位

小児科
（主たる診療科）

小児科
（診療科複数回答）

産婦人科
（主たる診療科）

麻酔科
（主たる診療科）

産婦人科
（診療科複数回答）

麻酔科
（診療科複数回答）

30位



11.6

9.7

6.5

9.4

9.4

18.6

6.1

8.0

8.6

3.1

4.6

5.1

2.3

4.6

7.3

8.0

1.8

6.1

5.4

0.0

全 国

三重県

桑 員

三 泗

鈴 亀

津

伊 賀

松 阪

伊勢志摩

東紀州

三重県内の医師数について（３）

7.8

6.7

5.1

5.6

4.5

14.2

3.6

6.6

6.8

3.1

13.8

12.8

11.6

11.8

10.6

24.4

9.1

16.0

3.6

12.3

14位 28位 30位

※ 人口10万人あたり医師数
※ 医師数は病院および診療所の医師数
※ 地域医療構想区域別

資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（令和２年１２月末現在）
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6.2

6.6

3.2

7.3

8.1

9.8

2.4

7.1

7.3

0.0

17位 31位

19.0

17.6

16.7

22.3

14.3

28.0

10.9

18.4

7.3

12.3

29位

脳神経内科
（主たる診療科）

皮膚科
（主たる診療科）

精神科
（主たる診療科）

脳神経内科
（診療科複数回答）

精神科
（診療科複数回答）

皮膚科
（診療科複数回答）



5.0

4.5

1.4

4.3

2.4

8.7

2.4

4.7

7.3

0.0

三重県内の医師数について（４）

6.1

5.5

3.2

5.4

4.1

8.4

4.8

7.5

5.4

3.1

4.2

3.3

0.9

2.4

2.4

7.6

1.8

4.7

3.6

0.0

5.8

5.5

5.1

4.8

4.9

9.1

3.6

7.1

4.1

3.1

36位 42位 30位

※ 人口10万人あたり医師数
※ 医師数は病院および診療所の医師数
※ 地域医療構想区域別

資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（令和２年１２月末現在）
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7.1

6.0

3.2

5.6

4.1

8.7

5.4

8.5

7.3

3.1

42位 33位

6.3

5.9

5.1

5.6

4.9

9.5

4.2

7.1

4.1

6.1

32位

脳神経外科
（主たる診療科）

泌尿器科
（主たる診療科）

胸部外科
（主たる診療科）

泌尿器科
（診療科複数回答）

脳神経外科
（診療科複数回答）

胸部外科
（診療科複数回答）



三重県内の医師数について（５）

17.9

17.3

13.5

16.1

15.1

24.8

17.6

18.4

16.8

12.3

32位

※ 人口10万人あたり医師数
※ 医師数は病院および診療所の医師数
※ 地域医療構想区域別

資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（令和２年１２月末現在）
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20.6

19.6

14.4

17.2

15.9

28.0

19.4

20.3

21.8

19.9

33位

2.4

0.8

0.5

1.1

0.0

1.8

0.0

0.5

1.4

0.0

47位

3.1

1.0

0.9

1.3

0.0

1.8

0.0

0.5

1.8

0.0

47位

10.8

10.3

7.9

10.2

6.5

18.2

6.1

10.8

10.4

9.2

11.0

10.3

7.9

10.2

6.5

18.2

6.1

10.8

10.4

9.2

24位 26位

整形外科
（主たる診療科）

形成外科
（主たる診療科）

眼科
（主たる診療科）

整形外科
（診療科複数回答）

形成外科
（診療科複数回答）

眼科
（診療科複数回答）



5.6

5.6

2.3

3.5

3.3

17.1

1.2

6.1

5.4

0.0

三重県内の医師数について（６）

7.6

6.3

7.0

5.4

4.1

12.4

3.0

4.7

6.8

3.1

2.3

1.6

0.0

0.8
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資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（令和２年１２月末現在）
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資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（令和２年１２月末現在）
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市町別の医師数（麻酔科、形成外科、救急科）

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日 資料５

11



市町別医療施設従事医師数（麻酔科、形成外科、救急科）

令和２年　医師・歯科医師・薬剤師統計(令和２年12月31日現在)

24三重県 78 14 28 24203伊勢市 11 2 3

24205桑名市 9 0 1 24211鳥羽市 ○ 0 0 0

24214いなべ市 ○ 0 0 0 24215志摩市 ○ 0 0 1

24303木曽岬町 0 0 0 24461玉城町 ○ 0 1 0

24324東員町 ○ 0 1 0 24470度会町 0 0 0

24202四日市市 22 4 7 24472南伊勢町 ○ 0 0 0

24341菰野町 ○ 0 0 0 24209尾鷲市 ○ 0 0 0

24343朝日町 0 0 0 24212熊野市 ○ 0 0 0

24344川越町 0 0 0 24543紀北町 ○ 0 0 0

24207鈴鹿市 5 0 0 24561御浜町 ○ 0 0 0

24210亀山市 ○ 0 0 0 24562紀宝町 ○ 0 0 0

24201津市 津 12 5 13 （再掲）

24208名張市 ○ 2 0 0

24216伊賀市 ○ 3 0 1

24204松阪市※ 14 1 2 全　国 10,277 3,003 3,950

24441多気町 ○ 0 0 0 三重県 78 14 28

24442明和町 0 0 0 桑　員 9 1 1

24443大台町 ○ 0 0 0 三　泗 22 4 7

24471大紀町 ○ 0 0 0 鈴　亀 5 0 0

※松阪市は、飯南町、飯高町が医師不足地域 津　 12 5 13

伊　賀 5 0 1

松　阪 14 1 2

伊勢志摩 11 3 4

東紀州 0 0 0

市町 市町
医師不足

地域

構想

区域
麻酔科

医師不足

地域
救急科形成外科麻酔科

松阪

伊賀

鈴亀

三泗

桑員

構想

区域

麻酔科 形成外科 救急科構想区域

形成外科 救急科

伊勢

志摩

東紀州

12

市町別の医師数（麻酔科、形成外科、救急科）

○ 人口10万人あたり医師数が全国最下位の診療科（麻酔科、形成外科、救急科）について、従事先市町は、
桑名市、四日市市、津市、松阪市、伊勢市などに集中している。



医師数の推移（麻酔科、形成外科、救急科）

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日 資料５
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麻酔科

麻酔科三重県 医療施設従事医師数

麻酔科全国 人口10万人あたり医療施設従事医師数

麻酔科三重県 人口10万人あたり医療施設従事医師数

（人） （人）

資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計
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形成外科三重県 医療施設従事医師数

形成外科全国 人口10万人あたり医療施設従事医師数

形成外科三重県 人口10万人あたり医療施設従事医師数

（人） （人）

資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計
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救急科

救急科三重県 医療施設従事医師数

救急科全国 人口10万人あたり医療施設従事医師数

救急科三重県 人口10万人あたり医療施設従事医師数

※平成16年以前は統計データなし

（人） （人）

資料：厚生労働省 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計



専攻医採用数（2018（H30）年度～2022（R4）年度）

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日 資料５
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専攻医採用数について（5年間）

資料：日本専門医機構ホームページ「年度採用数」（一部改変）

〇 本県の人口10万人あたり専攻医採用数は、27.0人であり、全国平均35.5人を下回り34位である。
診療科別にみると、精神科および救急科が47位であり、次いで形成外科および耳鼻咽喉科が42位の順
となる。

18

1　専攻医採用数  2018（H30）年度～令和４（2022）年度【５年間】 （人）

内科 小児科 皮膚科 精神科 外科
整形

外科

産婦

人科
眼科

耳鼻

咽喉科

泌尿

器科

脳神経

外科

放射

線科
麻酔科 病理

臨床

検査
救急科

形成

外科

リハ

ビリ

総合

診療
全科

304 59 32 54 90 64 50 36 27 31 26 28 51 11 2 32 22 10 22 952

157 26 17 13 57 32 30 26 9 21 14 20 25 11 2 3 0 6 9 478

２　人口10万人あたり専攻医採用数　2018（H30）年度～令和４（2022）年度【５年間】 （人）

都道府県
R2人口

(国勢調査)
内科 小児科 皮膚科 精神科 外科

整形

外科

産婦

人科
眼科

耳鼻

咽喉科

泌尿

器科

脳神経

外科

放射

線科
麻酔科 病理

臨床

検査
救急科

形成

外科

リハ

ビリ

総合

診療
全科

全国 126,146,099 11.3 2.2 1.2 2.0 3.3 2.4 1.9 1.3 1.0 1.2 1.0 1.0 1.9 0.4 0.1 1.2 0.8 0.4 0.8 35.5

三重県 1,770,254 8.9 1.5 1.0 0.7 3.2 1.8 1.7 1.5 0.5 1.2 0.8 1.1 1.4 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.5 27.0

全国順位 34 34 25 47 14 31 17 8 42 18 26 18 33 8 10 47 42 16 38 34

三重県

都道府県平均

区分



（人）

人口10万人あたり専攻医採用数（5年間）

資料：日本専門医機構ホームページ「年度採用数」（一部改変）

（人）
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日本専門医機構が2023年度プログラム募集シーリング
に用いる2018年足下充足率等

20

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日 資料５
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2018年医師数※ 2018年不足数 2018足下充足率

資料 令和４年度 第１回医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会
（令和４年６月22日）資料1-2
（抜粋・一部改変）（人）

※ 性年齢階級別の仕事量を調整したもの 21
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資料 令和４年度 第１回医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会
（令和４年６月22日）資料1-2
（抜粋・一部改変）

充足率100％以上 充足率70％以下

充足率100％以上

内科 2018医師数 1,525
・2024年必要医師数 1,821（充足率85％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 79
・過去３年採用平均 34

小児科 2018医師数 208
・2024年必要医師数 221（充足率82％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 8
・過去３年採用平均 6

充足率平均

充足率平均
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充足率100％以上 充足率70％以下

充足率100％以上

皮膚科 2018医師数 111
・2024年必要医師数 130（充足率82％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 5
・過去３年採用平均 3

精神科 2018医師数 207
・2024年必要医師数 233（充足率85％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 8
・過去３年採用平均 3

充足率70％以下

充足率平均

充足率平均
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充足率100％以上 充足率70％以下

充足率100％以上

整形外科 2018医師数 307
・2024年必要医師数 354（充足率89％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 14
・過去３年採用平均 5

眼科 2018医師数 177
・2024年必要医師数 190（充足率92％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 6
・過去３年採用平均 7

充足率70％以下

充足率平均

充足率平均
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耳鼻咽喉科 2018年足下充足率
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充足率100％以上 充足率70％以下

充足率100％以上

耳鼻咽喉科 2018医師数 108
・2024年必要医師数 123（充足率84％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 5
・過去３年採用平均 2

泌尿器科 2018医師数 88
・2024年必要医師数 121（充足率73％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 7
・過去３年採用平均 4

充足率70％以下

充足率平均

充足率平均
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脳神経外科 2018年足下充足率
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充足率100％以上 充足率70％以下

充足率100％以上

脳神経外科 2018医師数 102
・2024年必要医師数 132（充足率80％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 7
・過去３年採用平均 3

放射線科 2018医師数 99
・2024年必要医師数 101（充足率95％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 3
・過去３年採用平均 5

充足率70％以下

充足率平均

充足率平均
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麻酔科 2018年足下充足率

充足率100％以上
充足率70％以下

充足率100％以上

麻酔科 2018医師数 76
・2024年必要医師数 146（充足率51％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 12
・過去３年採用平均 6

形成外科 2018医師数 16
・2024年必要医師数 57（充足率27％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 6
・過去３年採用平均 0

充足率70％以下27
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リハビリテーション科 2018年足下充足率

充足率100％以上 充足率70％以下

リハビリテーション科 2018医師数 25
・2024年必要医師数 38（充足率66％）
・2024年の目標達成に必要な年間養成数 2
・過去３年採用平均 1

資料 令和４年度 第１回医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会
（令和４年６月22日）資料1-1
（抜粋・一部改変）

28

充足率平均



令和３年度 医師不足に関する調査結果の概要

29

令和４年度
第１回三重県地域医療対策協議会
令和４年８月31日 資料５



令和３年度　医師不足に関する調査結果の概要

1 調査目的：

2 実施期間： 令和３年９月30日～令和３年10月18日

3 調査時点： 令和３年９月１日現在

4 対象病院： 医師少数区域および医師少数スポット内に所在する、医師修学資金返還免除施設かつ専門研修プログラム施設の病院

5 回答率： 100％（18件/18件）

構想

区域
市町名 NO 区域指定 民間

公立

公的

医師修学資金

返還免除施設区分

専門研修

プログラム

施設

名称 備考

いなべ市 1 〇 救急告示病院 〇 いなべ総合病院

いなべ市 2 〇 救急告示病院 〇 日下病院

東員町 3 医師少数スポット（その他の地域） 〇 精神科救急医療施設 〇 大仲さつき病院

三泗 菰野町 4 医師少数スポット（その他の地域） 〇 救急告示病院 〇 菰野厚生病院

鈴亀 亀山市 5 医師少数スポット（その他の地域） 〇 救急告示病院 〇 亀山市立医療センター

津 津市（白山町） 6 医師少数スポット（地域枠B推薦地域) 〇 救急告示病院 〇 県立一志病院

名張市 7 医師少数スポット（地域枠B推薦地域) 〇 救急告示病院 〇 名張市立病院 地域枠B推薦病院

8 〇 救急告示病院 〇 岡波総合病院 地域枠B推薦病院

9 〇 救急告示病院 〇 上野総合市民病院 地域枠B推薦病院

伊賀市 10 〇 精神科救急医療施設 〇 信貴山病院分院上野病院

松阪 大台町 11 医師少数スポット（地域枠B推薦地域) 〇 救急告示病院 〇 大台厚生病院

12 〇 救急告示病院 〇 三重県立志摩病院 地域枠B推薦病院

13 〇 救急告示病院 〇 志摩市民病院

南伊勢町 14 医師少数スポット（地域枠B推薦地域) 〇 救急告示病院 〇 町立南伊勢病院

尾鷲市 15 〇 救急告示病院 〇 尾鷲総合病院 地域枠B推薦病院

熊野市 16 〇 精神科救急医療施設 〇 医療法人紀南会熊野病院

紀北町 17 〇 救急告示病院 〇 長島回生病院

御浜町 18 〇 救急告示病院 〇 紀南病院 地域枠B推薦病院

計 6 12 18

地域枠医師等が、医師少数区域等での勤務先や勤務時期等について検討するにあたり、病院における診療科ごとの医師不足の状況や、受入可

能な医師数等の調査を行い、医師の派遣調整を行う際の協議資料とすることを目的とする。

桑員

伊賀

伊勢志摩

東紀州

医師少数スポット（その他の地域）

医師少数スポット（地域枠B推薦地域)

医師少数区域

伊賀市

志摩市 医師少数スポット（地域枠B推薦地域)

30



常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

1 いなべ総合病院 桑員 1 3

2 日下病院 桑員

3 大仲さつき病院 桑員

4 菰野厚生病院 三泗 1

5 亀山市立医療センター 鈴亀 1 3

6 県立一志病院 津 2 2

7 名張市立病院 伊賀 6 1

8 岡波総合病院 伊賀 3 2 2

9 上野総合市民病院 伊賀 2 1 1 1 2 0 1 1 4 2 2 1 1 2

10 信貴山病院分院上野病院 伊賀

11 大台厚生病院 松阪 1

12 三重県立志摩病院 伊勢志摩 1 3 1

13 志摩市民病院 伊勢志摩 2 1

14 町立南伊勢病院 伊勢志摩

15 尾鷲総合病院 東紀州 2

16 （医）紀南会熊野病院 東紀州 1

17 長島回生病院 東紀州 1

18 紀南病院 東紀州 2 2

14 10 4 1 6 0 4 2 4 2 7 1 5 5

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

桑員 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

三泗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鈴亀 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

伊賀 5 7 3 1 3 0 1 1 4 2 4 1 1 2

松阪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

伊勢志摩 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1

東紀州 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

合計 14 10 4 1 6 0 4 2 4 2 7 1 5 5

資料：令和３年度医師不足調査（三重県調べ） 常勤 非常勤

44 21

地域枠

医師数

内科系
48

内科系

消化器内科 内科その他 脳神経内科 総合診療科

合計

NO （再掲）
構想

区域

内科 呼吸器内科 循環器内科

消化器内科 内科その他 脳神経内科 総合診療科
NO 病院名

構想

区域

内科 呼吸器内科 循環器内科

○医師少数区域等の病院において不足する医師数※

医師不足数
（需要側）

地域枠医師
（供給側）

医師少数区域等（着色部分）

＜調査対象＞１８病院
三重県医師確保計画に定め
る医師少数区域および医師
少数スポット内に所在する
医師修学資金返還免除施設
かつ県内の専門研修プログ
ラムにおける研修病院

医師少数区域等での
地域貢献は１～２年
のため、供給数は不
足する

（参考）※ 令和４年度に受入可能な医師数
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常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

1 いなべ総合病院 桑員 1 1 2

2 日下病院 桑員

3 大仲さつき病院 桑員 3

4 菰野厚生病院 三泗

5 亀山市立医療センター 鈴亀 1 1

6 県立一志病院 津 1 1

7 名張市立病院 伊賀 2 1 2

8 岡波総合病院 伊賀 3

9 上野総合市民病院 伊賀 1 1

10 信貴山病院分院上野病院 伊賀 2

11 大台厚生病院 松阪 1 1 1

12 三重県立志摩病院 伊勢志摩 1 1 1 3 1

13 志摩市民病院 伊勢志摩

14 町立南伊勢病院 伊勢志摩

15 尾鷲総合病院 東紀州 1 1

16 （医）紀南会熊野病院 東紀州 2 1

17 長島回生病院 東紀州

18 紀南病院 東紀州 1 1 1 1 3

3 2 2 2 8 1 10 0 8 3 4 1 0 1

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

桑員 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0

三泗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鈴亀 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

津 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

伊賀 0 2 0 0 2 0 4 0 2 1 0 1 0 0

松阪 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

伊勢志摩 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0

東紀州 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 3 0 0 0

合計 3 2 2 2 8 1 10 0 8 3 4 1 0 1

地域枠

医師数 8 10

外科 整形外科 産婦人科 眼科

9 11 5 14 7

小児科 皮膚科 精神科

合計

NO （再掲）
構想

区域

精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科小児科 皮膚科

精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科小児科 皮膚科
NO 病院名

構想

区域

医師不足数
（需要側）

地域枠医師
（供給側）

（参考）
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常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

1 いなべ総合病院 桑員 1 9 0

2 日下病院 桑員 0 0

3 大仲さつき病院 桑員 3 0

4 菰野厚生病院 三泗 1 0

5 亀山市立医療センター 鈴亀 3 3

6 県立一志病院 津 2 4

7 名張市立病院 伊賀 4 8

8 岡波総合病院 伊賀 2 1 1 14 0

9 上野総合市民病院 伊賀 1 2 1 1 1 1 2 1 1 19 15

10 信貴山病院分院上野病院 伊賀 2 0

11 大台厚生病院 松阪 1 0 5

12 三重県立志摩病院 伊勢志摩 1 1 1 15 0

13 志摩市民病院 伊勢志摩 2 1

14 町立南伊勢病院 伊勢志摩 0 0

15 尾鷲総合病院 東紀州 4 0

16 （医）紀南会熊野病院 東紀州 3 1

17 長島回生病院 東紀州 1 0

18 紀南病院 東紀州 1 2 14 0

1 1 2 0 8 0 2 1 3 0 1 2 0 1 0 1 96 37

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

桑員 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

三泗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

鈴亀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

伊賀 0 0 1 0 4 0 2 1 2 0 1 2 0 1 0 1 39 23

松阪 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

伊勢志摩 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 1

東紀州 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1

合計 1 1 2 0 8 0 2 1 3 0 1 2 0 1 0 1 96 37

地域枠

医師数 1521011555

麻酔科 救急科 リハビリ 病理 合計

62

耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科

NO 病院名

合計

NO （再掲）
構想

区域

病理 合計泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 救急科 リハビリ耳鼻咽喉科

病理診断科 合計泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 救急科 リハビリ耳鼻咽喉科構想

区域

地域枠医師
（供給側）

医師不足数
（需要側）

（参考）
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医師少数区域等における医師不足数（診療科別）

常勤 非常勤

（人）

医師少数区域等（着色部分）

資料：三重県「令和３年度医師不足に関する調査」

※ 令和４年度に受入可能な医師数



三重大学地域枠入学者における診療科の選択状況について
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内科, 30%

小児科, 6%

皮膚科, 7%

精神科, 3%外科, 9%整形外科, 5%

産婦人科, 5%

眼科, 7%

耳鼻咽喉科, 1%

泌尿器科, 4%

脳神経外科, 3%

放射線科, 3%

麻酔科, 10%

病理, 1%

救急科, 1%

形成外科, 3%
総合診療科, 1%

その他, 1%

地域枠医師の選択診療科 （n＝152）

○ 初期臨床研修を修了した地域枠医師は、多様な診療科を選択している。

資料：三重県調べ
※ 初期臨床研修を修了した地域枠医師の診療科の選択状況
※ 令和４年１月現在の集計
※ 三重県医師修学資金の届出情報、地域医療支援センターの情報等をもとに集計したもの
※ 医師修学資金返還者、非貸与者を含む集計

三重大学地域枠入学者における診療科の選択状況について（令和３年度）
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全国の医学部地域枠における診療科指定の状況
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○ 地域枠の診療科指定に関する調査結果の概要

１ 調査内容
全国の大学医学部において、令和４年度における地域枠の診療科指定の状況について調査を行った。

２ 調査方法
期間：令和４年７月28日から８月４日まで
対象：全国47都道府県の医師確保担当課
方法：電子メールによる照会
回答：45都府県

３ 調査結果概要
（１）全国大学医学部80大学（自治医科大学を除く）中、令和４年度学生募集要項において、地域枠

の診療科指定を行った大学は20大学あった（のべ26都府県の地域枠）。

（２）地域枠の診療科指定を行った大学は次のとおり。
・国立大学（４大学）：富山大学、金沢大学、佐賀大学、長崎大学
・公立大学（４大学）：横浜市立大学、大阪市立大学、奈良県立医科大学、和歌山県立医科大学
・私立大学（12大学）：埼玉医科大学、順天堂大学、東海大学、日本医科大学、杏林大学、

日本大学、北里大学、聖マリアンナ医科大学、関西医科大学、近畿大学、
大阪医科薬科大学、川崎医科大学

（３）指定診療科の内容：
地域枠ごとの指定診療科数は１診療科から８診療科まであった。また、小児医療、周産期医療、
へき地医療といった分野を指定する場合もみられた。
詳細は別紙のとおり。

全国の医学部地域枠における診療科指定の状況
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全国の医学部地域枠における診療科指定の状況

〇 地域枠の診療科指定を行っている20大学（のべ26都府県）における診療科指定は、小児科、産科
（産婦人科含む）が最も多く、次いで救急科、総合診療科である。

資料：三重県「地域枠の診療科指定
に関する調査」（令和４年７月）
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小児科, 24

救急科, 21

産科, 16

産婦人科, 8総合診療科, 18

外科, 13

内科, 11

麻酔科, 10

脳神経外科, 4

整形外科, 3

その他（分野等）, 11



地域枠の診療科指定に係る国の通知
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令和５年度の暫定的な医学部入学定員等の増加の取扱いについて
（令和４年３月22日付け事務連絡 文部科学省高等教育局医学教育課、厚生労働省医政局医事課通知）

【通知文抜粋】

１（３）令和３年度に認可を受けた臨時的な定員数を超える増員申請の取扱い
（前略）加えて、増員申請にあたっては、事前に大学と将来に時点における医師不足都道府県等との間
で調整がついた範囲で、かつ、従事要件が課される者の教育・キャリアにも十分配慮がなされる場合に
限ることとする。
（例）
・特定の診療科を位置付ける場合、当該都道府県において不足する診療科を複数提示※２※３した上で

入学者を選抜し、卒後、その中から診療科を選択する。

※２ 診療科を提示する場合は、地域枠学生の入学時点と診療科を選択する時点での医療提供体制の状
況が異なることも考えられることから、専門研修におけるシーリングの状況等も踏まえて対象の
診療科を検討し、地域医療対策協議会の意見も聴くことが望ましい。また、診療科を選択する時
点で、希望する診療科や専門研修プログラムの選択に制限が見込まれる場合、入学時点で提示し
ていなかった診療科の選択も可能にする等、当該診療科に係る従事要件の変更も含めて柔軟に対
応することが望ましい。

※３ 単一の診療科を指定することについては、大学入学時に志願者が将来の診療科を選択することは
困難であると考えられることに加え、定員割れの可能性もあるため推奨しない。

診療科指定の地域枠に関する国の通知
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課題について
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検討にあたっての課題

（１） 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）における、全国最下位の診療
科（麻酔科、救急科、形成外科）については、まず検討すべきものと考えるが、次
のような背景や課題等を考慮する必要がある。

（２） 地域枠（35名）は、県内の地域偏在是正を主目的とする入学枠であるが、その一部
を診療科指定した場合、本来、医師不足地域に求められる診療科（内科、外科等）
の枠が減少することとなる。そのため、診療科指定にあたっては、他の診療科の状
況も考慮していく必要がある。

課題について①

〇 麻酔科
三重大学麻酔科教授の就任による新たな体制整備によって、今後、医師
の確保が図られることが見込まれる。

〇 救急科
鈴亀や東紀州の人口10万人あたり救急科医が０人となっているなど、統
計は必ずしも救急医療における不足数を反映しているとはいえない。

〇 形成外科
県内には、受け皿となる形成外科自体が少ない。また、県内に専門研修
プログラムが無く、県内で専攻医が確保できない。

43



検討にあたっての課題（続き）

（３） 医師・歯科医師・薬剤師統計や、専門研修におけるシーリングにあらわれない診療
科についても考慮する必要がある。

（４） 単一又は少数（２～３）の診療科を指定する入学枠は、指定した診療科から離脱す
る等の問題も考えられることから、慎重に検討していく必要がある。

（※）和歌山県立医科大学においては、「産科枠」、「不足診療科枠（産科・小児科・精神科）」を
令和５年度入学者から設置する

（５） 麻酔科、救急科の医師不足問題については、まずは勤務環境改善が求められてお
り、その課題を解決していく必要がある。

課題について②

① 総合診療科
医師・歯科医師・薬剤師統計において、総合診療科は統計にあらわれない。

② 外科、産婦人科、病理、臨床検査、救急、総合診療
専門研修におけるシーリングの対象外であり、必要医師数や充足率等のデータが
示されていない。
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検討案について

現状および課題をふまえ、三重大学医学部地域枠における診療科指定について、次のとおり
検討したい。

（１）診療科を指定する場合、検討対象とする診療科をどのように選定すべきか。
例えば次の観点から検討してはどうか。

ア 令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計において、全国最下位の診療科

→ 麻酔科、形成外科、救急科

イ その他、今後の地域医療提供体制の確保に必要な診療科

→ 内科、外科、総合診療科 等

検討案について

46

地域医療対策協議会等において協議を進めていきたい。

令和４年11月 第２回 地域医療対策協議会 医師派遣検討部会
令和４年12月 第２回 地域医療対策協議会

スケジュール



地域枠の診療科指定の状況について 別　紙

① ②

令和４年度

医学部医学科

入学定員

①のうち、

地域枠の

入学定員

地域枠の

診療科指定
左の人数 指定診療科目

診療科数

※

1 国  立 富山大学 富山県 富山県 110 10 あり 10

小児科,外科(新専門医制度の基本領域における「外科」のみを

指し、整形外科,脳神経外科及び形成外科は含みません。),産科,

麻酔科,救急科,総合診療科等

6

2 国  立 金沢大学 石川県 富山県 117 2 あり 2

小児科,外科(新専門医制度の基本領域における「外科」のみを

指し、整形外科,脳神経外科及び形成外科は含みません。),産科,

麻酔科,救急科,総合診療科等

6 富山県分

佐賀県 4 あり 4
総合診療科、内科、小児科、外科、産科、脳神経外科、麻酔

科、救急科
8

長崎県 1 あり 1 原則内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、総合診療科 6 長崎県分

長崎県 15 あり 15 原則内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、総合診療科 6

佐賀県 2 あり 2
総合診療科、内科、小児科、外科、産科、脳神経外科、麻酔

科、救急科
8 佐賀県分

5 公  立 横浜市立大学 神奈川県 神奈川県 90 30 あり 5 内科・小児科・外科・産科・麻酔科・救急科・総合診療科 7 令和５年度から脳神経外科を追加予定

6 公  立 大阪市立大学 大阪府 大阪府 90 5 あり 5 産科、小児科、救急科、総合診療科 4

7 公  立 奈良県立医科大学 奈良県 奈良県 113 13 あり 13

小児科、産婦人科（産科含）、麻酔科、救急科、総合診療科、

外科（心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、小児外科、乳

腺外科)、脳神経外科、総合内科分野、児童精神分野、へき地の

公的医療機関、救命救急センター

7

8 公  立 和歌山県立医科大学 和歌山県 和歌山県 100 30 あり 10 内科、総合診療科 2 診療科指定は臨時定員分の10名

9 私  立 埼玉医科大学 埼玉県 埼玉県 130 19 あり 19 産科、小児科、救急科 3
特定地域若しくは特定診療科（産科、小児科、救

急科）での勤務

埼玉県 7 あり 7 産科、小児科、救急科 3
特定地域若しくは特定診療科（産科、小児科、救

急科）での勤務

東京都 10 あり 10 小児医療、周産期医療、救急医療、へき地医療 3

診療科ではなく分野で指定をしている。小児医療

は小児科、周産期医療は産婦人科、救急医療は救

急科で勤務。へき地医療分野については診療科の

限定はない。

11 私  立 東海大学 神奈川県 神奈川県 118 5 あり 5 内科・小児科・外科・産科・麻酔科・救急科・総合診療科 7 令和５年度から脳神経外科を追加予定

13810 私  立 東京都順天堂大学

120長崎県長崎大学国  立4

№

佐賀県佐賀大学国  立 1033

大学名大学区分 設定県所在地 備　　　考

③大学入試要項(令和４年度入学定員）における地域枠の診療科指定の有無等



① ②

令和４年度

医学部医学科

入学定員

①のうち、

地域枠の

入学定員

地域枠の

診療科指定
左の人数 指定診療科目

診療科数

※

№ 大学名大学区分 設定県所在地 備　　　考

③大学入試要項(令和４年度入学定員）における地域枠の診療科指定の有無等

東京都 5 あり 5 小児医療、周産期医療、救急医療、へき地医療 3

診療科ではなく分野で指定をしている。小児医療

は小児科、周産期医療は産婦人科、救急医療は救

急科で勤務。へき地医療分野については診療科の

限定はない。

埼玉県 2 あり 2 産科、小児科、救急科 3

埼玉県分。

特定地域若しくは特定診療科（産科、小児科、救

急科）での勤務

13 私  立 杏林大学 東京都 東京都 117 10 あり 10 小児医療、周産期医療、救急医療、へき地医療 3

診療科ではなく分野で指定をしている。小児医療

は小児科、周産期医療は産婦人科、救急医療は救

急科で勤務。へき地医療分野については診療科の

限定はない。

14 私  立 日本大学 東京都 埼玉県 125 5 あり 5 産科、小児科、救急科 3

埼玉県分。

特定地域若しくは特定診療科（産科、小児科、救

急科）での勤務

15 私  立 北里大学 神奈川県 神奈川県 120 5 あり 5 内科・小児科・外科・産科・麻酔科・救急科・総合診療科 7 令和５年度から脳神経外科を追加予定

16 私  立 聖マリアンナ医科大学 神奈川県 神奈川県 115 5 あり 5 内科・小児科・外科・産科・麻酔科・救急科・総合診療科 7 令和５年度から脳神経外科を追加予定

17 私  立 関西医科大学 大阪府 大阪府 127 5 あり 5 産科、小児科、救急科、総合診療科 4

大阪府 3 あり 3 産科、小児科、救急科、総合診療科 4

奈良県 2 あり 2

小児科、産婦人科（産科含）、麻酔科、救急科、総合診療科、

外科（心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、小児外科、乳

腺外科)、脳神経外科、総合内科分野、児童精神分野、へき地の

公的医療機関、救命救急センター

7 奈良県分

和歌山県 2 あり 2 内科 1 和歌山県分

19 私  立 大阪医科薬科大学 大阪府 大阪府 112 2 あり 2 産科、小児科、救急科、総合診療科 4

20 私  立 川崎医科大学 岡山県 長崎県 126 6 あり 6 原則内科、外科、小児科、産婦人科、整形外科、総合診療科 6 長崎県分

合計 2,306 205 160 128

※　分野等の診療科が明確でないものは、カウントしていない。 調査：三重県「地域枠の診療科指定に関する調査」（令和４年７月）

112大阪府近畿大学私  立18

123東京都日本医科大学私  立12


	0-1＿事項書（R4-1地域医療対策協議会）8.31
	0-2＿委員名簿（R4地対協）調整中8.2
	0-3＿運営要綱（R3-3地対協）
	01＿三重大学学生募集要項における地域枠入学者の卒後の従事要件について
	02＿麻酔科を専攻する地域枠医師における卒後の従事要件の運用について
	03＿地域枠B入学者における卒後の従事要件の運用等について
	04＿資料４＿ALL_専門研修に係る国への意見提出について＿2　
	04-1＿資料４-1＿専門研修に係る国への意見提出について＿2　
	04-2＿専攻医採用数の推移（三重大学提供）R4.3月末時点-2

	05-1＿資料5＿三重大学医学部地域枠における診療科指定の検討について＿2
	05-2＿資料５別紙＿R4-1地対協＿00＿【集計結果】調査票＿地域枠の診療科指定 - コピー
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ

